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令和４年度 第１回 長野県教科用図書選定審議会 議事録 

 

１ 日 時   令和４年４月 14日（木）午後２時～午後４時 30分 

２ 会 場   長野県庁３階 特別会議室 

３ 出席者   委員：  青木委員 大田委員 鎌田委員 久保田委員 武田委員 横川委員 

赤羽委員 池田委員 馬島委員 両角委員 田仲委員 松田委員 

水口委員 宮川委員 矢島委員 

幹事：  今井教育次長 曽根原学びの改革支援課長 他 

４ 内 容 

（１）教育委員会からの諮問について 

（教育次長から水口会長へ諮問書手交） 

 

【水口会長】 

 それでは、議事に入る前に確認をしたいと思います。以後の議事の公開、非公開について、

事務局で何かお考えはございますか。 

【事務局】 

 文部科学省通知「教科書採択の公正確保の徹底等について」では、静謐な審議環境の確保に

ついて記されております出版社等から不当な宣伝行為並びに選定審議会委員への働き掛けを

防ぎ、静謐な審議を行うために会議は非公開で開催することとし、会議の概要については、採

択期間が終了する８月 31 日以降にホームページ等で公開させていただきたいと思います。以

上です。 

【水口会長】 

 それでは、ただ今の、事務局からの、以後の議事については、８月 31日までは非公開という

提案について、ご意見はありますか。 

（意見なし） 

 それでは、以後の議事につきましては、８月 31日までは非公開といたしますので、ご了解く

ださい。本日扱う資料の取扱いにご配慮いただきますようお願いいたします。 

 

（２）関係法令、採択の概略の説明 

【水口会長】 

 次に教科用図書採択についての関係法令と採択の概略について、事務局より説明願います。 

【事務局】 

 「関係法令と教科書採択の概略」について説明させていただきます。教科書は、おおむね    

４年ごとの周期で検定が行われます。新学習指導要領に基づき、小学校については令和元年度、

中学校については令和２年度に採択が行われ、教科書が使用されております。 

一方、特別支援学校・特別支援学級で使用する教科用図書についてであります。特別支援学

校・特別支援学級で使用する教科用図書は、学校教育法附則第９条第１項の規定により、教科

書目録に登録されている教科書以外の教科用図書を採択することができるとされており、毎年

採択することができます。 

今年度、本審議会では、この、特別支援学校・特別支援学級で使用する教科用図書一般図書



令和４年度第１回長野県教科用図書選定審議会 

（令和４年４月 14日） 

2 

 

についての資料作成、審議を行っていただくことになります。 

では、１ページをご覧ください。教科書発行者が教科書を作ってから、採択を経て、教科書

が使用されるまでの大まかな流れを示しています。 

２ページをご覧ください。県教育委員会で行う業務についてです。法律に基づき、市町村教

育委員会に対する適切な指導・助言、また、教科用図書選定審議会の設置が義務付けられてお

り、本審議会がこれにあたります。 

教科用図書を調査するためには、専門的な知識が必要となるため、県の教科用図書選定審議

会では、「調査員」を任命し、調査研究を行い、その結果を審議して資料を作成し、答申します。

県教育委員会では、その答申を受け、採択権者である市町村教育委員会や、県立の特別支援学

校及び中学校へ資料を送付します。 

２ページ下をご覧ください。次に、市町村教育委員会で行う業務です。市町村の区域を合わ

せた採択地区を設定し、そこで協議して教科ごとに同一の教科書を採択します。これも、法律

で定められております。なお、長野県の採択地区は 12 地区あります。８ページをご覧くださ

い。県から送られた資料を参考に採択を行っていただきます。 

それでは、「特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科書の採択について」、ご説明しま

す。資料９ページをご覧ください。学校教育法附則第９条の条文において、特別支援学校及び

特別支援学級の教科書については、「児童・生徒の障がいの種類や程度等により検定教科書が使

えない場合は、教科書として発行されたものでない一般に市販されている図書の中から、教科

書の替わりに使えるものを選んで教科書として使ってよい」としています。このことから、附

則９条図書・一般図書と呼ばれています。 

「採択の原則」についてです。附則第９条図書の採択者は、当該学校の設置者である所管の教

育委員会です。市町村教育委員会は、小・中学校、義務教育学校の特別支援学級で、特別の教

育課程による場合において、教科により当該学年用の検定教科書を使用することが適当でない

ときは、他の適切な教科用図書を使用することを認めることができるようになっています。９

ページ「１」の中程に書いてありますように、この場合も、市町村の教育委員会は、都道府県

教育委員会の指導・助言・援助により、十分調査研究を行い、適切な教科書の採択に努めるこ

とが必要とされています。 

次に、学校教育法附則第９条の規定による教科用図書を採択する場合の留意事項が記されて

います。９ページの図はひとつの例でありまして、特別支援学級等においては小学校１年から

中学３年までにおいて、同学年または学年より下の学年の検定教科書、そして特別支援学校用

文部科学省著作教科書、さらに絵本等の一般図書の３種類から選択することができます。以上、

「附則第９条図書」に係わる採択の概要を説明しました。 

 つづいて 11ページをご覧ください。県立特別支援学校小・中学部の採択の流れについて説明

いたします。ページの右側が、県立特別支援学校小・中学部の教科書採択の流れとなっていま

す。第２回審議会で審議いただく、調査研究のための資料を各学校へ送付します。各学校では、

校内の調査委員会に於いて検討し、採択希望意見表を県教育委員会に提出します。これを基に、

審議会での審議を経て、県教育委員会が採択を行うこととなります。 

資料の 17ページからは、「教科書発行者が検定申請中の本を教員等に閲覧させたという事案」

等を受けて、文部科学省が教科書採択にあたり、公正の確保を徹底することを記した通知を載

せてあります。今年度の採択においても、公正確保に努めてまいります。関係法令及び、採択
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の概略についての説明は以上です。 

【水口会長】 

 ただ今の事務局からの説明にご質問がありましたら、お願いいたします。 

（質問なし） 

 

（３）議 事 

①調査員の任命について 

【水口会長】 

 調査員の任命について議題とします。事務局から説明願います。 

【事務局】 

 一般図書の調査員につきましては、教頭１名、教諭１名、指導主事１名としております。こ

れらの調査員につきましては、特別支援教育に精通しておられる先生方を選定いたしました。

これらの調査員に教科用図書の調査研究をお願いし、資料を作成したいと考えますので、よろ

しくお願いいたします。 

【水口会長】 

 調査員の任命について、ご意見はございますか。特にないようでしたら、これを基に県教育

委員会が任命することを了承してよろしいでしょうか。 

＜ 委員賛成 ＞ 

 それでは、この案のように決まりました。 

 

②採択基準について 

・特別支援学校小・中学部及び小・中学校特別支援学級において教科用図書として使用す

る一般図書 

【水口会長】 

 続いて「特別支援学校小・中学部及び小・中学校特別支援学級において教科用図書として使

用する一般図書」の採択基準について、事務局より案を説明してください。 

【事務局】 

特別支援学校及び特別支援学級用一般図書の採択基準について提案いたします。昨年度まで

と同様の採択基準を提案いたします。ご審議をお願いします。 

【水口会長】 

 ただ今、説明のありました採択基準について、ご意見はありますか。ご意見だけではなくて、

質問等がありましたらお願いいたします。 

（意見・質問なし） 

【水口会長】 

 それでは、採択基準について、案のとおりに決定してよろしいでしょうか。 

＜ 委員賛成 ＞ 

【水口会長】 

 調査する図書について参照する時間を取ってもよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 調査を行う一般図書については、７ページの一覧表をご覧ください。長野県では、今まで 400
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冊以上の図書を調査してきております。昨年度までは、文部科学省が示した目録の中から毎年

15 冊程度を選択し、調査研究を行ってきましたが、今年度、目録が発行されなくなったため、

令和４年度一般図書契約予定一覧に掲載されており、かつ、本県で調査研究を行っていない図

書及び県内の特別支援学校から一般図書としての要望が多くある図書を中心とした 15 冊を調

査図書としました。実際の図書を用意しましたので手に取ってご覧ください。 

（調査する一般図書の閲覧） 

 

③選定に必要な資料について 

・特別支援学校小・中学部及び小・中学校特別支援学級において教科用図書として使用する

一般図書 

【事務局】 

 特別支援教育関係の一般図書の調査の観点について提案いたします。「特別支援学校小学部

及び中学部並びに特別支援学級において教科用図書として使用する一般図書の調査観点につ

いて（案）」をご覧ください。なお、調査を行う一般図書については一覧表をご覧ください。文

部科学省が示した目録の中から毎年 15 冊程度を選択して調査研究をしております。今までに

400 冊以上の図書を調査してきております。本年度新しく目録に付け加わった図書及び過去に

さかのぼって本県で調査研究を行っていない図書から各教科選び出しております。調査員会で

は、これらの図書について調査をおこない、選定に必要な資料の案を作成し、審議会で提案し

たいと考えています。以上です。 

【水口会長】 

 それでは、今説明がありました選定に必要な資料について、ご意見や質問等はございますか。 

【馬島委員】 

本を見させていただいたのですが、教材用図書として使用するという観点で見た時に、イメ

ージとして、これは年間を通して使えるとか、社会で使えるとか、そういうのがほとんどだっ

たんですけれども、なかには数冊、読書教材的なものがあって、小中学校が学級文庫、図書館

の本として、読書教材としての内容は絶対に素晴らしい本だと思うんですけれど、これを教科

用とするという観点で利用する時に、どんな利用の仕方を考えているのか、また、考えられる

のかというのを教えていただければと思いました。 

【水口会長】 

他に質問ありますか。それでは、事務局の方でお願いします。 

【事務局】 

ご意見ありがとうございます。教科用図書の観点ということですが、お示ししましたリスト

にこの教科で、この図書の使用が想定されるのではないかというところについては、今まで各

特別支援学校から挙げていただきました要望も参考にしております。教科の判断の寄りどころ

として、載せさせていただいております。これから開かれる調査員会の中で、今お話いただい

たことについて、教科としてどのように位置付けていくのか、学習指導要領や子供の実態を踏

まえて、教科の学習として成立させるにはこのような使い方ができるのではないか、というと

ころも含めて、資料としてお示しできたらと考え、選定させていただいております。 
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【大石幹事】 

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領には、「読むことに関する次の事項を身につけるこ

とができるように指導する」と書いてありまして、「教師と一緒に絵本などを見て、示された身

近な人物や生き物などに気付き、注目すること」、「絵本などを見て、知っている事物や出来事

などを指さしなどで表現すること」とあります。初歩的というか国語の基礎となるような内容

についても、特別支援学校の学習指導要領にはこう記されています。今、事務局の方で説明が

あった調査員さんが、それぞれの教科の位置付けなどをご説明すると思うので、そちらでしっ

かりご審議いただく形になるかと思うのでよろしくお願いします。 

【馬島委員】 

ありがとうございます。 

【水口会長】 

 質問がございませんようでしたら、調査する観点と教科用図書の選定に必要な資料について

は、このまま進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

＜ 委員賛成 ＞ 

 ありがとうございました。それでは、今回審議した採択基準及び調査の観点を基に、一般図

書を調査していただきます。調査員の作成した資料について、次回、審議いただくことになり

ます。本日の内容は以上になりますが、全体を通してお考えやご要望を伺いますがいかがでし

ょうか。 

【水口会長】 

本日はこれをもちまして、議事を終了させていただきます。司会の任を解かせていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 


